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帝政ロシア「工場監督官報告集成』分析(第 1報〉

荒又重雄

分析対象の性格

帝政ロシアにおける工場監督制度の成立は， 1882年にさかのぼる。労働運

動の勃興におされながらも，直接には1882年の年少労働者規制法の実施を監

督するものとしてはじまる。つづいて， 1885年未成年者・婦人深夜業規制

法， 1886年労資関係法， 1890年罰金基金規則， 1894年の県機械監督と工場監

督を統合する法律， 1897年労働時間法， 1903年工場総代法および1903年労働

者災害補償法， 1912年社会保険法と，次第に工場法制および社会保険法制が

拡大してくるにともない，工場監督官の責任領域は次々に拡大して行った。

また，諸工場法の適用領域も，モスクワ，ペテルブノレク， ウラジミノレの三県

からはじまって，次第に帝政ロシアの全版図へと拡大して行った。 1882年に

3名であった工場監督官は， 1900年には主任工場監督官61名，地区工場監督

官 190名，工場監督官見習い10名， とし、う陣容に拡大していた。

1894年法にもとづいて多数の県機械監督官が工場監督官に横すべりしたお

り，大蔵大臣ヴィッテは特別に回状を発し，r工場主と労働者との聞に誤解を

みちびくあらゆる原因をとりのぞくことに最大の注意を払うように」と，監

督官たちに指示している。また同時に発せられた訓令には，工場監督官たち

はストライキや騒動についてのありとあらゆる情報を大蔵省商工局に送るべ

きこと，工業部の作成したフログラムにしたがって，統計および重要事件記

録を 3カ月ごと，および 1年ごとに報告すべきこと，とあった。

商工局の改組と関連して， 1900年以降，監督官の蒐集したデーターはヱ業

部に集中されることとなり，工業部の中に統計課 CTaTHqeCKaHqaCTb が設

置された。その長はヴアノレザーノレ B.E. Bap3apであった。彼は1892年以来，
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rrpOMI五IIl-大蔵省商工島工業務に勤務しており， 1900年と1908年の工業調査

タ成おHa気汚epeIIHCbを議行した専門家であった。統計課にあつめ

がやがて工場監督官報告書として集成されるわけであるが，それには諸撃を餐

ソヴ思トの研究者官の報告の一部しか掲載されなかったことは当然である。

アントノヴァ C.H. AHTOHOBaによれば， urHAJI 

フには諮監督官の報告の若干がし、まも

印刷された工場監替官報告集成 CBO).l， OTQeTOB中ao予約制XIiHCrreKTOpOB 

は， 1900年下半期分が最初で〈会刊年は1902年，以下問じ)， 1901塁手寂(1903
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後の版にそうした付記はなし、。

統計は工業部の作成したプログラムにしたがってとりまとめられたが，工

業部へ集中すべき情報を整理するのは県主任工場監督官であったとみられ

る。県別以上に細分化された表はなく，またデメンチェフによると，工業部

のプログラムに対する工場監督官たちの理解の相違が原因して， 1900年版で

はシンビ、ルスク県の項が全く空白となり，ほか二つの表でそれぞれ他の 2県

の項が空白となっている。さらに，アントノヴァによると， 1880年代に出版

された工場監督官報告書には，工場監督官が自分の足で現地におもむき，直接

に蒐集したデータが集成されていたのに対して， 1900年以降のそれは工場主

たちへのアンケートによって獲得されたデータの集成であった。報告書は，

はじめ大蔵省工業部から， 1905年に商工省が独立してよりのちは商工省工業

部から発行された。

工場監督官報告集成の基本的性格は，それが行政報告書であるところにあ

る。工場監督官たちが働きかけるべき対象の客観的で正確な把握ということ

は，工場監督業務を監査することに従属している。第 1表にみるように，工

場監督官の個人名がその責任範囲(工場監督地区 yqaCTOK) とともに，その

範囲に入るのはどの地域であるかの記載も含めて公表されており.報告書全

体の中でかなりの量的割合を占めていること，統計の集計は必ず県ごとに，

すなわち具体的なそれぞれの県主任工場監督官の責任範囲ごとになされてい

ること，が注目さるべきである。 1900年版の報告書の総論の部で，デメンチ

ェフは次のようにのべている。「工場監督業務のかような広汎さと多様さとを

考慮して，大蔵省は，まずはじめには，工場監督業務のうち，なによりも先

にまたどんな場合にも報告の中にふくめるべきであり，かつ正確な客観的な

指標をもって表現'さるべきであるような側面，たとえば，監督下にある工業

事業所数，それらを監督官たちが臨検する頻度，監督目的のために確立され

た形式を実行させるための監督に支出される仕事量，工業事業所支配人に関

する労働者の陳情(不平訴えの意一一荒又)， およびその逆，法律や法律に

もとづいて展開された規則やへの違反数，その他，といった諸側面の正確な
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計額，1]に議U~長されるのはやむをえぬことであると考えた」とO

かくて，士場最替業務のうち何がまず、第一に監査されるのかといえばp 工

の勤勉度であり，彼らの勤勉をつうじての法律の突 e施設 であ

り，法律の実;胞をつうじての労資濁係安定の速成度である。第号表は， 1901 

年版の報告書を例にとって‘そうした性格が報告警の構成にあらわれている

ことを示したものであるの工場較優業務の多様さに規定されて‘

金制度や蒸気機関への監議活動が集計されているが，報告幾の基調が，工場

(1901年版〉の構成

ヱ場霊室P長子守名簿およびその均域的配震設

1.工場援を綴官数および工場鮫督下にある工業率然所数

2.室長督下にあるごと議室事業所数の変動および労{勤務の性別・成年未成年別機成

3.年度初めにおける:工業事業所の規模別様成

4.工業毒事議所iこ対する倒人的躍を;飴こ関するヱ場liifE機業警務

5.援を笹沼的において主主められた形式の作成

6. 

7.向上の理おちおよび審資の結巣

8.支恕人に関する労働者のく個人的および終閥的〉擦?寄

与向上の稼査の姶祭

10. 

11.誤解の解消への援助に関する支配人の請願

12.線解の解消への援紛に関する

13.向上:の理治

iヰ，労働者の罷幾

15. 
16.向上の議議

17.労額災害等

18.罰金控除がおこなわれた工業毒事業所数

19.工業事業所における約金基金(1)動向

20.罰金擦係の潔偽

21.罰金基金からの狭量主金の漂白加者李成

22.労鍛え警の罰金と賃銀との関係

23.労働者相互E扶助念ロシア表記念への繰り入れ

24.工場l鮫努下におる蒸気機関数とそれからの賦課金徴集

25. A 

26.向上 B 
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監督官たちの勤勉がいかに労資関係を安定させ，ストライキ数合減少せしめ

るかた示そうとするものであることがみてとれる。 1903年寂の報告集lえに

は，1米然に防止されたストヅイキ」というものが特別に目次に出されている

ほどである。

工場競督官報合集戒のま要内務は1900年版より 1914年版まで変化しない

が，いくつかの鷺要な変更を列挙すれば次のごとくである。まず， 1903年労

働者災害補償法の実施にともない，これにともなう業務の統計が整理される。

1904年-1906年の分は独立の小冊子として， CTaTff'.leCK促 CB叫 eH悶 ope3-

yJIbTaTaX npHM間出版 3aKO泌 2附 問 1903r. B 1904-1906 rr. とし、う

題で1908年に出肢され， 1907年以降の統計は報告集成に鱗人された。 1912年

社会保険法の実施にともなって，これに簡する統計が1913年寂以降の報告集

成に編入された。

つぎに， 1905年革命の経験をへて，ストライキの統計ーはそれまでのような

県別・継続叙爵別離業件数および参加者数一表ではたりなくなる。 1また多

と とし、つ 関心をもっ余裕がなくなるの 1905年版報告祭

成からは練需とぎ資額を一表に統合し，かつ， 1905年-1908年のストライ

ついては，別途詐艇な検討を加えるために毅告集成からはずされる。そして，

1905年について グアノレザーノレの鰯築ということで， CTaTHcTHKa 

CTaqeK paOOqHX Haφaop筑間X1I 3aBO).l.aX 3a 1905r. と題する滞二子が1908年

に， 1906年-1908年について誌鰐乙くヴアノレザ…ノレの緩築で， CTaTlIcTlIKa 

CTaqeK 問中 日6plIKax終 3aBO.lLaX3a T抑 制eme1906-1908 rr. が1910年に

出版されたの 1909年以降の統計誌報f託銀成に縦入され そこでは，鰭業

3aoaCTOBKaはストライキ CTaqKa と改められ，県別・産業別ストライキ件

数および参加者数，県別ストライキ蒋発事議所数，療器別月lilJストライキ件

数，産業別原閣総ストライキ件数および参加者数，継続期開lilJ建築BIJ月別ス

トライキ件数および参加者数，原酒尉結果別ストライキ件数および参加

数，Jj部結果lJlJストライキ件数および参加者数，県別ストライキのあった事

業所数， ストライキ件数および参加者数といった多彩な分析となって
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いる。ここでは，もちろん県別の集計は一つの柱となっているが，県邸宅旨全

くその要素としない分析・集計がたくさんあらわれていることが注目さるべ

きであるつ

帝政ロシアの工場法は， φa毎日間と製作所 3喜怒O尽にのみ適用される

ものとされていたが，工場と手工業作業月号 p側出府間oe3aSe，neHHe を区分

する基準があいまいであったので率務が錯そうしたっそれで，次第に，労働

者を16人以上雇傭しているか，もしくは原動機を使用しているところが工場

やa6炉問。ε3as詮，nerreである，との基準がたてられることになったο

しかし，適用は弾力的であり，中央工場鉱!ll間韻審特所は，地方の審判舟の

XO，ll8TεIICTSO を審理して， 1殴到の手工業作業所に工場法令適用しあ

るいは小さな工場事業所を工場法の適用から除外ナる決定をなす機能をもっ

ていた。ところで， 1898年 6丹8日付の隠税法と関連して，さきの基準の変

更が必要となり，ゆ央工場鉱山問題審判所は地方の饗特所ーの諒解のもとに，

工場法適用の基携を，原動機のあるなしにかかわらず労観者20人以上の事粂

所とした。この基準もまた弾力的であり，中央工場鉱山濁題審判所は， 20人

以上競撲の事議所であっても法の遮用から絵外し，あるいはお人未満の事業

所であっても法な適用する決定をなしうるものとされた。

基準の変更にともなう藍督下の事業所数，および労働者数の変更が1901年

に発生したが，手工業作業所ではあるが監餐下に入れられたものお卒業所

〈労働者1208人)，小工場事業費ゆえに適用を除外されたもの508事業所〈労

働者5532人〉であった。被監督事業所数およびそのもとにある労働者数の行

政的変動は，そののちも続いているとみられる。

1903年販の報告集成から，それ設で一括して集計されてきていたもののう

ち，工場2監後れとある問喜三綱j企業 pa3，n8T的資8>1 KOHTOp註が分離さまい別淡

とされている。さらに1904年版からは，工場監督下にある工場事業所であっ

て，その期間に操業されなかったものについての表と時監制企業ではなく工

場であるが，問時に仕事の一部を下誇けに出している事業所についての表と

が独立して作成されている。 のがれようとする工業家の符動への
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追求であるのか，工場監督官の監督領域を実質的に縮少しようとする意図の

あらわれであるのか，にわかには判断できなし、。ともあれ， 1911年版にいた

ると問屋制企業についての表は，除外されることになる。

こうした動きと並行して，総論の中に景気変動についての叙述が次第に一

定のウエイトを占めるようになっている。そして，ストライキ統計の整理に

おける，県別を要素としない集計表の発生などとも照応して， 1910年版から

は，県別の要素を捨象した，産業部門別性別成年未成年別労働者構成表や，

産業部門別規模別事業所数および労働者数の表が作成されはじめている。単

に個々に配置された工場監督官の業務の監督報告にはとどまりえなくなって

きているのであろう。

工場監督官報告集成としていま一つの特徴的なことは，ここに賃銀と労働

日に関する直接的なデータが集成されていないことである。賃銀について

は，罰金との関係で，1886年法実施のために平均年賃銀がチェックされている

のみである。労働日については，すでに1897年法によって標準労働日の法定

がおこなわれているにもかかわらず，その法の実施のためのデータは与えら

れていなし、。この報告書』とは別に，もっとも工業の発展した20県について労

働日と賃銀の調査が工場監督官によって1894年一1895年に実施され，結果が

1896年に公表されているが，こうした調査はその後に系統化されてはいなし、。

わずかに，キエブ工場管区内工場監督官会議の決定による，キエフ工場管区

内の所定内・所定外労働時間調査が1900年一1901年に行なわれたこと (3168

企業， 154， 146人)，1908年のモスクワ県の資料について，モスクワ県第 3地

l区工場監督官であったコジミヌィフ=ラーニンy!.M. K03bMHHbIX刀aHHHが

分析結果を公表していること，が目にとまるのみで、ある。そして，長い時を

経て1913年に，再度，大規模な労働日調査が行なわれることになる。こうし

た動きは，専制の主たる関心が，労働契約を整序し，契約の牢固性の原則の

もとに社会不安を除去することにむけられ，労働条件そのものへの関心がし、

まだ副次的であったことを示すものであろう O

1) c. 11. AHToHoBa. C叩 THCTHKaφa6pH可HO品目HCneKl¥HH KaK HCTOlJHHK 
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日o HCTOpHH rrpOJI巴TapHara. Pa60可目白 KJIaCC H pa60Qee .l¥BH)KeHHe B 

POCCHH (1861-1917)， MocKBa， 1966. CTp. 325. 拙著「ロシア労働政策史』

〈恒星社厚生閣)， 158頁

2) AHToHoBa， yKa3. COq.， CTp. 326 

3) 拙著では1899年法により工場審査官職は廃されたと記したが，あやまりであった

と思われる。拙著が典拠としたヴォヴチークの叙述では，ヴイッテの提案の中に

工場審査官職廃止があったことがのべられているが，枢密院がヴイッテらの提案

を容れて1899年法を確定したとき，その提案のどこが容れられどこが拒否された

かについて詳しい指摘がない。 A.φ.BOBqHK. rrOJIHTHKa uapH3Maロopa6-

Oq巴MyBorrpocy B rrpe.l¥peBOJIIOUHOHHbIH rrepHO且， JIbBOB， 1964 CTp. 225 

4) AHToHoBa， yKa3. CO可.， CTp. 326 

5) CBO且 OTqeTOB中a6pHQHHXHHcrreKTopoB (1900)， CTp. 1. 

6) AHToHoBa， yKa3. CO止， CTp. 334 

7) TaM )({e， CTp. 327 

8) CBO且 (1901)， CTp. 1. 

9) CBO且 (1901)， CTp. n. 
10) AHToHoBa， yKa3. CO可.， CTp. 330.拙著， 170頁， 273頁， 275頁

1I 1900年一一1905年の報告集成に関する初歩的分析

まず，分析を1900年一1905年の報告集成に対象を限ってはじめることにす

る。いうまでもなく， 1905年革命へと進展していった労働者状態，労働政策

を， 1905年革命の諸影響と一応分離して検討したいからである。

第 3表は，工場監督下にあった労働者数とその地域的分布の大要を示して

いる。数も，分布も当該期間についてほぼ安定している。その中で注目され

るのは，モスクワ管区とペテノレブ‘ノレク管区， とりわけモスクワ管区の比重の

大きさである。モスクワ管区はうちに 7県を含むにすぎないが，労働者数に

おし、て圧倒的優位を示しているつ

第 3表の数字を吟味する際には次lのことに注意しなくてはならなし、。すな

わち，当該期間にも工場監督の行なわれる地域の拡大がつづいており，チエ

ノレノモールスク，チフリス， クタイスクの 3県は1902年 1月1日から適用地

域に入っている。ハリコフ工場管区の労働者数は，そうした変動をうちに含

んでいるのである。
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第3表工機、監督下tとある労働者数の工機管区別*構成

ベテルブノレグ

モ ス ク ワ

ポ ポ ノ レ ジ

ワ ノ レ シ ャ ワ

キ ぷニ ブ

ノ 、 ザ コ ツ

1905 

296，824 

58ι595 

139，167 

257，553 

200，896 

214，288 

*ベテノレブノレグ管区〔アノレノ、ンゲ Pスク手 ヴィッデブス 7， ターノレリヤ γ ド， ザブザ

ヤンド¥ノヴゴロ iヘオロ才、ツ，プスロフ，ベテノレプノレグ， トヴェ…'l， .::r::.ストリヤ

ンドの10)然)，ニモスクワ管区〔ウラジミノレ，ヴォログダ¥古スト開-<，モスクワ，

ザヤザン，スモ…レ γスタ，ヤ口スラヴりのn系)，ワルシャワ管区〈ワルシャワ，

ヴイノレノ，グ将ドノ，カリ、ン，コヴノ，ケレツ，ロムジンスタ， ザュブザンスタ，

ベト開コフスタ，プ持ツタ，ラドムスク，スヴアザスク，セレツの13J1義〉きキニ芯ブ
管区〈ベツサラビア，ヴ."..ノLニヤ，キz フ， ミYスタ，モギレョフ，ぷドザヤ，ポ

ノレタワ， タグヲダ， ヘノレソン， ザーェんとユゴアの10燃)， ボぶyレジ管氏(アノレハンゲ

ザスク，ヴャトカ，カザン 2 品ジェゴロド，オレγブ‘ノレグ，ベノLしサマラ，サラ

トフ，シγ どノレスタ， ウーブアの10膝)，ハラなフ管区〈バクー，パッーム，ヴォ

ロネジ Fン，品カテリノスラグ，カノレーガ， クーノレスタ， タタイスク，オノレ口フ，

ベンザ，スフムスタ，タン;jミフ，チブザス， トウラヲハリコア，チェルノモールス

クの潟県・地方〕

ている。第4

ことが考えあわさ

必要である。ま

る事業所数および労機者数は，当該年をつうじて減少し

るとおりである。この議開の P シアが不況識でもあった

くてはならなし、。ただ，第 4荻については次の随意が

1902年から1903年にうつるにあたって，問屋鍛j会議pa3--

湖 TO四 a5l'KO前 opaが玲外されている。議外されたもの比第5

されている。つぎに，小金業が年々監督対象から行政的にはずされて行って

いる(第4畿にみるとおり〉ことである。謹:金撲の生成と治滅の総結果とし

ての事業所数および労信義者数の変動は，そのまま反映されてはし、ない。さら

に，第4 、ても第ら表についても，ある年度の末と翠年度の初頭の数

…斜をのぞL、 していないことがある。ここに掲げられた数鏡が

ての報舎で、あって，時系発の変化を厳密にあくまでも

追跡するという目的から派生するはずの正確設が達成されていないのだと考

えられる。愈のために付言すれば，第4表において，年度初頭から年度末ま
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闘をたてて明らかにされてはいない。

お汁る労働者数の変動誌，とくに

第4表

1903 1904 

年度初めに監督下にあった

労働者数

あらたにIi:綴下に入った

事業所数

労働者数

り平均労働者数

滋替対委設から除外された

労働者数

議事業主所当ワ平均労働滋数

監督下にあって関護送された

泰業所数

労働者数

事業所会当り平均労働者数

17， 

1，71 

本 1903年以降間際制企業主ピfきまず

以上の点からする限界会者考慮するならば，第 6表，第7

1905 

14，615 
1，660，693 

577 

25，193 
43.7 

内
/ω

弓
ペ
パ
》
内
，

L

r
h
d

ハ〈
J
U

・

守
l
i
F
h
u

ハペ一》

'
丹
/
仏

門ペリ》

623 
21，782 
35.0 

14，376 
1， 693，323 

される時系

デuでの変動は岩手誇大にされているかも知れなし、。とはいえ

帝政拝シアにおける工業での資本の集積退程合夜明していることきど疑う必要

はないで、あろう。第8後，第 9漢は，そうした集積過程を工場管区別に分析

してみたものである。どの管長互においてもひとしく資本の集積がすすんで、い

ること，および，モスグワ工場管症が，築績の進展段においても，進展のテ

ンポにおいても，とりわけ経だっていること，がみとめられるのである。

こうした資本の集穣過程に照応して，工場労1勤者の性号Ij.成熟麓別構成に
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第 5表工場監督下の問屋制企業および操業休止事業所

1903 1904 1905 

A 部第4表にあって仕事を外
に出している

(年初〕事業所数 415 480 
〔年末〉 11 441 443 

直傭以外の労働者数 〔年初〕 39，213 45，947 

(年末) 39，753 42，801 

Aのうちモスクワ管区 170 207 

176 192 

20，667 23，741 

19，172 23，836 

Aのうちポボルジ管区 142 148 

148 127 

9，538 12，017 

12，017 9，341 

B 問屋市l企業

(年初)事業所数 627 524 445 
(年末〉 11 632 476 424 

(年初〉労働者数 63，625 49，816 38，216 

(年末〕労働者数 65，115 43，168 36，557 

Bのうちモスクワ管区 501 415 352 

503 380 342 

48，213 35，338 25，392 

49，345 29，961 24，502 

C 操業休止事業所数 40 

n
M
u
 

n
4
U
 

528 

第 6表工場監督下にある事業所規模別構成?の変動

~20人 1 21人~|51人nnI 1101人~|501人
nI 11001人~II 平均

50人 100人 500人 1000人 1IUUI/，.-11労働者数

1901 39.4 30.9 13.4 12.7 2.3 1.3 96.2 

1902 37.5 32.0 13.6 13.1 2.5 1.3 102.4 

1903 36.3 32.0 14.4 13.3 2.6 1.5 108.0 

1904 36.4 31.3 14.0 13.9 2.7 1.7 113.1 

1905 36.7 30.5 14.3 13.8 2.8 1.9 117.8 

*各年度ごとに全体を 100とする。
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1902 68，143:， 

1903 63，652 

1904 63，593 

1905 62，516 

1902 4. 

1903 3. 

1904 3 

1905 3. 

第 8表

ベテノレブ、ノレグ

モ ス ダ ワ

ワ ル シ ャ ワ

9'- よ工L ツ

ポボ ノレ ジ

*各管区どと

ベテルブルグ

モスクワ

ワノレシャワ

9'- ニ玄L ブ

ポボルジ

ノ 、リ コブ

経 済 学研究第24宅金第 i努

vU /¥t  jUU，/¥i  ..JVV，/¥.. ! lVUU./、i

170，816; 172，510 

171，938 167， 720 497，662 291，460 

158，602 156，789 276，486 

151， 785 146，643 465，9 273，791 

144.180 146.287 450，7 279.946 

10.0 28.9 15.8 

10. 9.8 29.1 17.0 

9. 9.6 28.2 16.9 

8.8 28.0 16.5 

8.5 8.6 26.11 16.5 

1.4 5.1 6.4 20.1 

6.2 11.8 11.6 31.8 

9.0 13.0 7.9 37.8 

4.6 18.4 15.7 29.0 

12.7 31.4 

第 9表医大企業への労働滋の集積本

(1001人以上規模〉

1901 1902 1903 

34.3 33.8 32.7 

46.1 45.5 50.4 

25.4 2ふ5 25.1 

7.2 8.5 8.3 

18.8 19.3 

17.4 16.3 18.0 

本第g漢の百分比を年度ごとにならべたもの

メ口ミ

525，637 1，71 1，700 

山 GI17im
521，5111 1タ640，406

609，5951 1， 693 ，323 

100 

30. 100 

100 

33. 100 

36. 100 

1001人~

32.7 

16.6 50.4 

13.5 25.1 

22.2 8.3 

12.9 19.3 
19.2 18.0 

1904 1905 

35.0 36.3 

51.7 53.5 

25.2 27.5 

8.6 12.4 

23.4 23.6 

23.9 28.3 
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の変動i磁向がみられる。年少者と成年男子の割合の漸減と成年女子の瀬

増である。第10表における年少者と捻， 1882年工場法によって規定dれた12

オ以上15才未満の被保護労働者であるが， 1890年の改玉工場法によって儒外

をみとめられたので、，わずかながら12才米満をもふくんでいると邸われ

未成年者とは1885年工場法ーによって成年婦人とともに深夜業に従事すること

を規制されている15:::t以上17才未満の労働者であるο さらにこの表について

きは，日勝戦争への成年男子の動良が，成年男子労働者の比重量をさ

げているかもしれないこと，および関星叡j企業や工場監督の遮用除外されて

ゆく小金撃において，イ侍らか特識ある性・成熟露関労働護者構成がみられるか

も知れないことへの留保である。

!コr~ 少、 I 7.J 

1901 13，738i 

1902 ?乙569

1903 16，52 11，842 

15，17 9，713 

1905 14，65 9，440 

1.2i 0.8 

挙手F品名一一 12才以上15才未満

15才以上17才うた瀦
成年一一17才以と

91， 

97， 

93，434 

5.5 

fコk 
内 . ， ヌマ ぷ } ク久 J I 

55，742 1，127，261 3制 72[1. 691， 356 

58，457 1.111，717 3弘司J，691.腕
61，448 389，8421 1，690，478 

57，966 1， 095，38 制 48ii向き

58，398 1， 104，52 412，8761 1，693，323 

22.7 100 

23.6 100 

23.0 100 

23.5 100 

3.5 65. 24.4 100 

工場監督官の監督対象の中には，蒸気機関があった。彼らはそ

検し，新設改擬を点検し，告分たもの財政のためにそこから課機金 c60pを

とった。ただし，蒸気機関のうち草山霊長のものと，鉄道その他のうち交通通

るものは部扱いで，のこる工場・製造所，交通通信省の管

轄に入らない市内・市外の小鉄道，住宅や拡的な建瀧物のゅのたとえば浴場，
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その他致府機関の建物の中にあるもの若干などが対象であった。とはいえ注

目すべきは，第11表にみられるように，農業用のそれも対象のゆに入れられ

ていたことである。監費対象、の蒸気機関は， もちろんであるが，そ

れ以上に農業で増えている。これと寝耳、ずることであるが， 1904年、にはスタ

ヴローオ苦言県およびグバン地方が工場監督下にくり入れられるが，労費関係

法は適用されず，ただ蒸気機関のみが監督された。

重複11表工場監督下にある蒸気機関数

ご巳 滋 その他 農 業 l日L 計

1900年末 23，959 3，803 12，075 38，837 

1901匁末 25，216 3，426 12，898 41，540 

1902匁末 26，626 3.939 15，876 46，441 

1903年末 27，579 ヰ.308 17，287 49，174 

1904年米 28，385 4，358 18，640 51.383 

1905年米 28，701 4，495 19，432 52，628 

1903年末管区別
ベテルブノレグ 4，573 1，172 2，305 8，050 
モス タ ワ 5，048 1，052 158 6，258 
ワノレシャワ 4，157 394 1，052 5，603 

k- 二<:. フ 5，575 644 6，820 13，039 
ポボルジ 2，726 391 1，268 4，385 
ノ、 コ ブ 5，500 655 5，684 11，83き

第11表については，それが馬力数の統計ではないので，資本の集積皮を示

ずに難点があること，および蒸気機関数を管区:別にみたとき，とりわけ農業

用のそれについて顕著な地域別の特諜を示してし、ること，が法臼さるべきで

あるo 資本の集積度との罷係においては第12表が示唆的である。課徴金の算

定基準についての繁幸誌を筆者は現在もたないので，確定的なことはいえない

が，第12表な第11表と比較してみたとき，幾業活蒸気機関の比率の大きいキ

エブ，ハリコフ再管区では平均課教金額が{尽く，繊維工業の発達してし、たそ

スグワ，ワルシャワ岡管区では平均課徴金額が高くあらわれている。

さて，こうした監督対象に対ナるに，工場監督制度の一般的諮係はどうで
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第12表蒸気機関への課徴金

1903年 末 金算定額(さノレれーたブ課リ徴〉 l蒸気機関数|会議(ヲ一号リ1
ベテノレブノレグ 185，482 8，050 23.04 

モ ス ク ワ 247，498 6，258 39.54 

ワノレシャワ 176，150 5，603 31.43 

キ ニ"- フ 243，337 13，039 18.66 

ポボノレジ 94，295 4，385 21.50 
ノ、 リ コ フ 208，282 11，839 17.59 

あったか。第13表はその最も外面的な諸指標である。工場監督地区 yqaCTOK

は県をいくつかに細分したもので，帝政ロシアの行政区画の郡 yもe3瓦ある

いは大都市の区や街区をいくつかっづ含んでおり 1名の地区工場監督官の

責任領域とされているO 各工場地区は，工業事業所を大凡 15~200，蒸気機

をこれも大九 15~500 かかえており，内容は区々である。ときおり，地区工

関場監督官が一時的に空席となっているところが出ている。工場監督官には

地区工場監督官の他に，これと兼任していない県主任工場監督官(どこか一

つの地区監督官を兼任している県主任監督官も多い)，管区工場監督官，およ

び管区監督官直属の監督官，および若干の工場監督官見習いがし、た。

工場監督官の勤勉度は，もっとも一般的には，工業事業所に対する臨検

IIOCemeHl1eの頻度によって監査されている。ところがw 臨検をうけた事業所

の数は， 1901年以降，一貫して低下しつづけている。零細企業を監督対象か

ら外すことによって，監督下にある事業所のうちで臨検をうけたものの比率

は，むしろ1901年一1903年に次第に高まるが，これもまた1903年以降は低下

している。すでに1902年版報告集成は，工場監督官1人当りの年間臨検数が

1901年の山田から1902年の四回に減少したことをみとめていたし 1903年

版報告集成はこの指標がまた 134回に回復したことを指摘したふ， 1904年版

報告集成は再びこの指標が 112固に減少したことをみとめ，その理由を1903

年労災補償法の業務によるものとし， 1905年版報告集成も，この指標が 124

回に増したものの，臨検事業所数の減少を同じように1903年労災補償法に求

めている。そうした理由がどこまで正しいものであるかどうか，それ自身検
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討を要するが，ともあれ監督官たちの勤勉度の低下を主たる理由とみること

はできないであろう。

第13表工場監督官の配置と臨検事業所数

i監馨45蓋臨検た数事をう
非監督事 監督下の 臨検をう

け業 B/A 業所への 労働者数訴者諸 D/C 
所 B (%) 臨検 C 数 D (%) 

1900年初 203 

1900年末 215 213 
17，977 9，120 50.7 ? I 1， 686， 177 1， 285，386 76.2 

1901年初 205 

1901年末 224 214 
18，279 12，813 70.0 2，173 1，711，700 1，454，978 85.0 

1902年初 225 

1902年末 231 221 
17，819 12，782 71.7 2，773 1，710，773 1，548，639 90.5 

1903年初 218 

1903年末 228 224 
16，800 12，526 74.6 2，860 1，717，778 1，566，591 91. 2 

1904年初 228 

1904年末 233 225 
15，899 11， 340 73.8 3，255 1， 773，516 1，524，923 86.0 

905年初 226 

905年末 231 2231 
15，060

1 
10，561 70.1 2，025 1， 729，885 ワ ワ

* A， B，C， D項の数字には工場監督下にある問屋制企業のそれが含まれている。
**1900年の臨検数は下半期のみ

なぜならば，つづいて第14表に限をうっすと，そこには 1回の臨検であと

放置するわけにゆかない事業所が傾向的に増大している様子がうかがわれる

からである。何回も臨検せねばならないということは，各国の臨検時におけ

る業務量の増大をも伴っているであろう。それが単に工場監督官に委任され

ている責任の形式的範囲がひろがったためか，あるいは帝政ロシアにおける

労資関係そのものが工場監督官たちにとって本質的に困難なものになりつつ

あったためなのか，ここではまだ判定できなし、。第15表にみられる工場監督

官の臨検の主たる理由別構成が年次的変化において把えられると面白いのだ

が，残念ながらこの表は1900年版報告集成にしかなし、。

第15表・第16表は，ともに1900年版報告集成のみに求められるものである

が，世紀交替期の帝政ロシア工場監督制度の一般的特徴を表現するものとし

て興味深し、。まず第16表の方からみてゆくと，最前線にある地区工場監督官
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;‘7 
2.2 

2.3 

2.3 

2.3 

2.7 

被臨検療薬所

〔開)の平均

荒又

15，768 

28，730 

29，009(315) 

29，111(290) 

25，586(223) 

28，129 

分析(第 i報〉

、。

第14表

帝政ロシア

*工場車左衛下にないも

林カツコ内は夜間臨検数。

1900 

1901 

1902 

1903 

1きGヰ

1905 

工場整替安の綴検，定たる環EI3別構成 (1900年後半〉第15表

F
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7

1

7

1

 

内ノ
h
F
h
a
U
F
h
d

ベナノレブノレグ

モ 久 ク ワ

ワ ノ レ シ ャ ワ

ヰ千 二に ブ

~ポノレジ

ノ 、 ワ コ ブ

メ'>. ，;+ 
r~ P 1 139 

~t 

614 

354 

350 

166 

93 

231 

1，808 

メL
1コ
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ベデノレブル夕、

モ ス ク ワ

ワ ノ レ 、 ン ャ ワ

キ エ 7

m ボノレジ

ハ ザ コ ア

合計
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にとっては，被らの活動の統轄権をめぐって大蔵省と内務省が争っているわ

けだが，県主任工場畿管官が実質的にも上司である。ただし

から出される命令は少ないとはいえ，もし

の喜三下に揺することになると，事情は一変せざるを得ないであろう。つぎに，

裁判所から任命されて行なう業務が 3分の l近くをおめていることも詑吾に

る。帝政ロシアの工場監督官は， 1886年工場法〈労資関係法〉の成立と

ともに，工場主に対して労働者をど庇識する護民1ぎではなく，労資の関に立っ

て社会の安察・秩序を求める労働調停1ぎのごときものとなったが，それがこ

こにあらわれているとみられるからである。

第15表にもどると. 1900年震についてみると，工場臨督官たちは，大部分の

臨検において一般的観察という巡西念行なっているものとみられる。つづい

て多いのが蒸気機関の検査であり，つぎに按情の審理でるる。労鶴災害の審

問はかなりのウ品イトなじ5めるが，労働者のストライキや騒動に関連

検は少なし、。

こうした理由髭構成は，

1人につき年様 1留のわりである。とはいえ，

ごとにみると多少の嬬差がみとめられる。

ベテノレブノレグおよびワルシャワ両管lまにおいては，モスグ るの

と比較すると，一般的観察に対するストライキおよび議離に繍ずるもの歩労

働災害の審開に臨するものの比去最大きし諌情の審理に関するものも多い。

それだけ，労資の対立がするどくなっているものとj餐定される。

1886年工場法制下におけ

長主を規定する諸文書(就業規蹴，

工場内の諸制

罷金額表など〉を僧々に検

討し，これを認可し，その合法的なるゆえんと，便宜的に，あるいは労働者に

内緒でここっそり変更したりせぬよう証明する，としづ仕事があった。第17表

と第18表、とは，そうした揺欝の状臓を示している。 1901年についてみると，

総計は23，907件となり，地区工場較議官数は 214名であるから 1人につき

年間 100件強の認可・託嬰が行われてし、たことになる。

よる構成は，年次的にみてざしたる変北のないことがわか

る。 し， と，これへの追加あるいは付製の認可とが，
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第17表工場監督官による諸文書の認可 I 

工場監督官によって認可，証明，許可された件数
1900年後半

就業規則 I賃金金額控表除 I 率|賄 料 I追加告ノ7〆Iか罰ら金の基扶助金

ベテノレブノレグ 211 207 570 346 887 8，181 

モ ス ク ワ 479 226 1，893 3，829 576 4，394 

ワノレ、ンャワ 174 101 491 61 497 2，口27

キ ニT_ フ 337 196 126 80 161 512 

ポボノレジ 375 212 163 248 36 523 
ノ、リコフ 202 70 308 407 212 617 

1，778 1，012 4，971 2，369 16，254 

第18表工場監督官による諸文書の認可 E 

工場監督官によって認可・証明された件数

就エ 左 賃金 左
(労者に動支給すで額金のの

左

働高タヲトy 規別

左

主率出課表主業自
左

業
J¥、

控金額

J¥  J ¥、 J¥  J¥、
の の の の の

規
付則 付貝Ij 則付 付則 付則員Ij 除表 売掛るも

1901 1，600 1，737 581 8，336 191 6，110 1，088 

1902 3，184 1， 761 1，999 581 8，398 3181 1，581 601 5，696 1，597 

1903 3，595 1，833 2，042 471 8，327 294 1， 774 191 6，079 1，517 

1904 3，035 2，842 1，548 701 8，026 329 965 181 5，446 1，514 

(1903年について〉

ベテルプルグ 449 293 383 9 669 34 173 12 891 67 

モスクワ 756 649 423 271 5，997 193 1，046 -1 2，742 1，228 

ワノレシャワ 662 517 274 87 3 170 3 890 158 

キ 二L フ 871 142 502 6 238 166 320 23 

ポボノレジ 395 111 185 776 8 153 559 31 

ハ リ コ フ 462 121 275 5 563 55 66 4 677 10 

1904年において量的に接近していることが注目される。この年度のそうした

特徴に寄与しているのはワルシャワ管区のうごきであり，そこでは追加ある

いは付則の認可の方が新就業規則の認可よりも量的に上まわっており，とり

わけベトロコフスカヤ県においては 202件に対するに 818件 ι 圧倒的であ

る。何らか特別の事情の発生と関連づけて理解さるべきものと思われる。次
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ごとにわけてみると，第17表にも第18表にも

とめられる。すなわちモスクワ工場管阪は出来

よび鮪料あるいは労働者に掛売りで支給する物品等の

題格茨の認可件数がきわだって大きいことである。モスクワ工場管区が，出

ともなった結綴織布議会擁しつつ，位方ではそこにおける

る家父長制的な労務管殺を他と

の比較をゆるさぬくらいに発展さもをていたことを，これらの淡は示している

のであるO なお，第18表には1903年についてのみ工場管区髭構成を示した

が，その他の年次についても上述の傾向はほぼ|司ーである。

よび蒸気機関を議論した工場監鷲宮たちは，そこにおけるロシア工

場法の爽滅状態を点検し，工場支記入による法違反を主題発ナることになるc

いかどうか点検される項目のヲストは第凶器受のごとくである。ロシ

ア工場法における議議的性格の残存をみてとれるであろう。摘発された工場

支配人の法謀反の動!船主第20表に示されている。他の去におけると罰じく，

1900年についての数字は下半期のものであるつまた第19畿に示したように，

1900年紋は1901…1903年絞と各攻防につ汁られた番号がちがうので，組みな

おしたが， うまくあてはまらないので残したものもある。ともあれ，そうし

てみると，摘発件数は1900年から1903年までほぼ安定している。 19例年につ

いては第19表。')7， 10， 11， 14， 67，礎が特別扱いになり，

類項詩から除去されている。理由は3 これら

よ

山
山
内

るべきものだからというのである。それらは総計で 3，888 7， 10， 11， 

14讃に当るものが 2，005件， 67項にあたるものが L部O件，その他33件とな

っている。したがって， 1904年の数儀会1903年のそれと比較するときは，合

言?には 3，888プラスしなければならなし、また事 1905年のそれと比較すると

きには，そのままの数織を利用しなくてはならなし、そうナると，摘発され

た違反件数は1904年にやや議少し， 1905年には大脳に減少したということに

なる。ところで， 1905年における違反件数の低下について， 1905年版報告祭

主主は， 1905年のストライキによる無数の，多かれ少かれ縦続的な議業停止が，
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違反数低下に一役かっていることは疑えない，としている。とりわけ低下の

いちちるしいの誌ハリコフ ベテノレブノレグ管室であるが，その他の管区

でもやはり激しく低下している(1904年に対してハリコフ管[25:56.2%減，モ

スクワ f首長室38.9%減〉。 この権擁ももちろん護然、性の高いものではあるがき

その越にも次のこ二立が考議さるべきであろう。すなわち，第 uこ，

は工場続督官の臨検数との額係では正の相関を示す法ずであり，したがって

議発議反数の低下は篠検数の低下の結巣をも示しているのではなし、かという

ことであり，第2に，大衆的ストライキの発注は，労働者の側からする大量

の法違反であり，工場量督官の注意は当然そちらへかたなかざるをえなかっ

たのではないかということで、ある。

第19表 J:二勝支配人の各穣法遼反一覧

i 霊堂金支払ポI~経規郊滋反

1.彩式をど認可された賃金支払手緩不支給

2.霊安還後三支払子綴への賃金に関する不正確な記帳 (37) 

3.食金支払子l険への契約条件に関する不疋緩な記綴 (38) 

4. 雲愛芝金支払そ乎F

立 雲貿電念規則E遼繋災

5.契約期間終了以前の，期開の定めなさ濯僚については予告期間なしの賃金引下げ

くヰ〉

6.労働時間主意義吉による後余引下げ 〈ナシ〉

7;霊安金運欠配 (3)(5) 

8. クーポンによる支払L、 (6 ) 

9.欝付や物品による3支払い (7) 

10.契約と一致しない食糧 〈ナシ〉

11.労働者'1住居に関ナる契約不緩行 〈ナシ〉

12.医療長会千!の代悩取立て く8)

13.験場の療現料，用具の佼用料取立て く9) 

14. ~授に許されてL 、ない， i 

班 罰金および罰金基金の保管・支出土史刻違反

15.表に予定されていない理由?とよる警官金紋課 (13) 

16.表に規定された額以上の針金賦課 (1ヰ〉

17. ~数多察された罰金会基金に繰入れず (15) 

(1のれの
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18.その後の償金控除規則途反 (1の

19.蓄U1校基金保管支出規郊のその他の迫撃反 (ナシ〉

N 労働時閣のま差さ盈配分規則違反

20.非主義務的時間外労働の強総 (17) 

21.時間外労働を詑線必ず，ま

22.時間外労働の不正確な記帳，また督努官への時期な失した滋知 (19) 

23.労働時間の長さ・配分議員立のその他の違反 (20) 

V 年少者・未成年後・婦人労働規貝IJ滋絞

24. 12:::j"ぎた瀦の年少者の労働許容 なり

25. 12才以上15才米殺のもの会禁止されている行主議に従事'd'ttる (22) 

26. 12才以上15才米Ii議のものT伝法で定められた持聞なこえて就業さ4きる (23) 

27.綴人および未成年表私主きにより深夜幾が禁止されている部門で夜間就業さ売きる

(24) 

W 昆?管問的のために篠定された形式逮反

A.認可・絞明言ピ要する文惑の支配人による主主勢室主督官へのつド提出

28.就業主究員IJを認可のために擬出せず (26) 

29. (27) 

30刷工場発!おでの値!号機夜、きど認可のために載を出金ず く28)

31.部屋代，入浴料、食堂の代倣ーなどを認可のために捻出せず (29) 

32.出来高貨不急便および滋養霊祭郊を認可のために提出4さず く30)

お.記帳および文幾保管のまえ烈違反

33.労働設の勘定め不記帳 〈ヰ2)

34. !弓との不正確な記q長 (48) 

35.労働ミ筆名簿の不認緩 (43) 

36.向上司〉不iE確な記帳併の

37.年少労働者獲録の不認緩 (45) 

38.向上の不正審議な記最長 (51) 

39.労働災害受綴の不記燦 (46) 

40.向上の不正磯な記緩 (52) 

41.賃金隊総および納金基金収支登録の本記帳 (44) 

42.向上の不iE礁な記綴 (50) 

43. (47) 

.14.匁少考および未成年殺の年令についての戸籍抄本の欠如 (64) 

B.表・佼示その銭安労働務に周知さ'ttるための滋ぷtこ関ナる規尉途反

45.就業主義郎掲示せず (31) 

46.出来腐食ネを線治必ず (66) 
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47.針金表彰潟示せず (32) 

48.工場売j滋で館事務淡示せず、 (33) 

ヰ9.部長設代・入浴料・食堂の代知[の燭示せず (3の
50.年少者労働綴別掲示4きず (65) 

51.談務的規経潟三氏完全ず (67) 

52. .T場監替'Iirの面会臼と連絡先さと織示せず (54) 

53.代理者についてのを告示を掲示せず (ナシ〉

溜 安全・衛生・風紀の綴刻および土曜程違反

M 医療主主鰍こ関する義務的ま義務違反 (55) 

55.安全・衛生に関する義務的規程途反 (56) 

56. )jl.紀に関する義務的競緩違反 (57) 

57.作業に予防手段をとらず，刑法務 129条により紛争1:l:られるもの (70) 

58.作業に予防手段をとらず，刑法第1468灸により警官せられるもの く71)

W 掛売り〈こ仁義勢宛庖〉焼附違反

59.許可なしに工場に売腐を開設 (35) 

131 (131) 

60.一覧淡にない食品や物ぬきど労働者に提供し， また認可てどうけた綴格とちがった価

務で労-働者に擬供する ( 11)(69) 

lX 蒸気機関滋綴違反

61.蒸気機関の設置に関する規則淡反で刑法第118-2条で処錦之されるもの く58)

62.向上で粥話会第989-2条で込議されるもの (59) 

63.蒸気機関の使用に関する規則違・反で]flJ法第118--2条で処椀されるもの (60) 

64.向上で刑法第98ふそ条で処審iJされるもの く61)

65.蒸気機関の保全・点検に欝ずる規則迷反で，刑法第118--2条で、処約されるもの

(62) 

66. 向上で7f1j訟篠宮89-2灸で処罰されるもの (63) 

X 上の区分に入らぬその{憾の違反

6'1.契約期間違冬γ言さに，期間の短めなき奪還織にあっては予告期間なしに労働者を不正

に解康 (2) 

68.支配人任命に関する規郎滋反 (25) 

69.種々の情報，資料の欠陥 (68) 

7な.工場数督官の曜勤務執行への非協力 (ナシ〉

71 特に列挙dれていない法および工場監督下fの要求の不緩行 (ナシ〕

72.IE磯な時計者ど設置せず (53) 

73.その他の巡反 (72) 

〈設〉 番号および分類は1901年報公然主党による。各明米尾のカヅコ内の数学は1900年
阪による番号。なお;900年版にはム絡の悠i二次の項があった。

く1) 労働者の旅券の慾緩き， (39) その他愛金支払手緩規則滋反， (41) 労

働殺から賃金支払手際交とり上げたかわりに渡すべ友特別許可絞の不支給，

(69) 労働者替の食畿や死活の物めについての不満足な状態。
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多彩20表摘発された工場支配人の法違反動向

1901 1902 1905 

5.035! 4.993 5，108 2.496 

うち潟警にとられたもの 425 396 479 190 

五 賃金規則違反件数 2，260 2，253 2，269 894 

うち誠警警にとられたもの 61 63 22 

滋 菱ij金規則違反件数 561 447 267 

うち諒察にとられたもの

1，9213 4 
22 13 

W 長労芝伶働待数関空))殺さ配分規刻違 1，0761 1，688 946 

う ち調 書山 開の ! 78 49 
V 年少送・未成年北野・婦人労

2361 3691 3311 329 153 

うち調護撃にとられたもの 21 

M 絞ずこ緩形式eH違ぬ反のため¥t，こ磯公定され 6，7211 11，4871 12，叫 11， 9，967 ヰ，740

うち調書にとられたもの 4461 6331 658 616 267 

1唱 安企衛生風紀規則違反 2刷 2抑 2，097 1，310 

192 107 

W 掛売り(ご仁主発売広〉規則違反 00 100 10m n 

2閃6Ej 
80 

うち謁芸撃にとられたもの 61 7! 10 20 

X 上の区分に入らぬ途災 i多903 3，6521 3，838 1，747 

うち調書にとられたもの 112 106 47 

違反件数小計 12，633 

う とられたもの 736 

医 蒸気機関線刻違反 乙265

合- 言十 14，898 

*いずれにも内別けしていないも

料本文中の説明参照。
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工場支配人の法違反の内容についてより立ち入って考察するために1903年

され目的のについて第別表を知成した。各種の違反のやで，

これは地の年次位ついて

る。(件数の数え方については， 1901年版報告集成が密ヨーロッパ

におけるそれとのちがし、を指j脅している。すなわち，

もっとも件数の多いことがわかる。

もi渇じ

1人の工場支配人が20

戸シアにおいて

られる)01901年薮報

告集成は務式的違皮の比率は個々に検討するともっと高まるとのベラ 1902年

人の年少者を訟に禁止されている時間就業させたとすると，

間ヨー 1コッパにおいては20件とられ，は 1件と

阪報告集成はこの主考え方合ひきついで、，第21表の涜療を含む形式的違反と，

の他の議接に労翰考保護の性格者どもつものとにわけると手前者が多いし，形式

的違反は小企業に多いとのベ，1903年版報告集成もその見解を維持している。

工場支配人の長途反憲章類別構成

各種i議反の念体のや 会穏違反のにいで認喜撃
さどとられたものの鋭
合(%)

第21表

(%) におめる割合
1 9 0 3年

9.4 
2.8 

4.9 

ι5 
10.0 

5‘6 
9.0 

14.5 

2.8 

18.6 

8.3 
1.6 

6.1 

1.2 

41.8 

8.6 

0.3 

13.5 

健三役規則途)j[

綴金規見目途反

労働時間幾郎違反

年少者・米成年表・委託人労働規則途反

監督践的のために篠定された形式議反

安全・衛生・風紀規則違反

掛売り(工場売j部ま遅刻途反

ょの区分に入らぬ違反

i

E
護

w
v
w
w川
被

X

6.4 100 

2.9 蒸気機関鋭則違反lX 

だが，ぞれは，労縁者保護的な条項に対する違反が実際に少なかったことを

証しているものではなし、すでに1900年版報告築戒がのベてL、るように，コ二

さ殺ることは，それなし

しには工場言者訟を実施することが「はなはだしく函難であり，

言ぎって不可能でもあるJ~まどに大切であり，それゆえにこ

場支配人に，監者言的のため縦走さ
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の努力はとりわけその点で工場支記入を強制することにむけられたであろう

からであるの工場監努官たおの臨検の機縁は，第15表にみたよう i己 主と し

て一般的観察であった。その場合には，とりわけ形式の遵守状態が点検され

たであろう。労働者の線情〈不平訴え〉や労働災害があると，その場合には

いやでも労働保磯野j性格なもつ条項の点検をせまられたであろうο1905愛子舷

報告集成は， 1905年に資金規則違反件数が1904年に比して比率でも絶対数で、

も増加したこと 闘し，それが，労苦訪者の陳情において賛金の不正確な支

絵や賃金運配を理由とするものが増加したことと照応している，と指摘して

いる。

工場支記入の法違反の工場管区別構成会第22表にみると，形式的な違反は

たしかに小企業の若手いワルシャワ;およびキコニブ管区に著じるしし、。

第22表工場支配人の法逮反工機管区別構成 i 

1 9 0 3 

i 総長並支払手1後援総違反

日 袋金銭剣違反

議 罰金銭則違反

W 労働持路規制違反 i 
V 年少者・米成年者・録人労 j

働規則違反

W 盟主努図的のために確定され
すこ形式違反

ミ霊 安3t衛生風紀焼薬草違反

W 掛売りcζ場売jお〉規則途反

lX. 蒸気機関規則違反

X その他の滋反

2十

参考データ(1903)

工場室主督下にある毒事業所数

うち労働者20人未満のものの割
合判

間 50人米i簡のものの都
合鵠 [(A)を含む〕

61 

i，252i 

164 

18 

62 

290 

31 

149 

21 

ザコブ

854 

221 

59 

241 

53 

1，979 

243 

号

1，697 

465 

5，821 

2，453 

28.9% 

67.9% 
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第23表工場支配人の法違反工場管区別構成 E 

1 9 03年 [23叶モスクワI~ノレシヤ|キ瓦両両ハリコフ

5， 契約はげ期予間告期終了以な前の賃，金ある 60 77 58 43 19 い 間しの引
下

6，労下働げ時間短縮による賃金引 21 24 87 48 7 45 

7，賃金遅欠配 214 155 246 263 217 88 

67， 契は予約期告期間終間な了以し前の解の雇あるい 239 146 420 324 181 124 

20，時間外労働強制 31 22 31 49 24 18 

26， 12才で定以上15れ才未た満以上の働ものを
法めら かせ 53 31 28 69 18 39 
る

27，婦人未成年者の深夜業 4 4 3 2 

68，反支配人任命に関する規則違 48 29 32 110 37 32 

n 正確な時計を設置せず 34 42 17 67 14 41 

15，表に予る定罰されていない理由
によ 金賦諜 15 19 25 20 26 16 

60， 一価労働覧格表者にに提違な供いし食てし品や物認品を 4 に ， また可 13 15 O 4 14 
相 提供する。

67 32 50 100 28 51 

①，労働者の旅券の留置 51 75 34 50 17 96 

①のみは1900年の数値

手帳規則の違反も同じである。より立ちいった個々の項目について第23表 を

みると，工場法遵守の責任主体をはっきりさせるためのものと想定される支

配人任命に関する規則への違反も，キエフ管区において著じるしし、。また，

第22表は，蒸気機関に関する規則違反が，農業用蒸気機関を多数擁している

ハリコフ管区とキエフ管区に著じるしいことを示している。 1903年度につい

て工場管区別に，蒸気機関規則に対する違反を除いた，それ以外の全違反件

数を臨検をうけた事業所数で除して百分比を出すと， キエフ管区291.7， ワ

ルシャワ管区235.1， ポボノレジ管区232.3， ハリコフ管区207.3， ペテノレブ、ノレ

グ管区183.1，モスクワ管区163.7とし、ぅ値が得られる。この数値の大きさ

は，点検される項目が70を超えているといった面からも規定されているであ
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ろうが，点検項目の内容が農奴制遺制からくる慈恵的で繁雑なものであるこ

とにも規定されているであろう。。しかもなお，資本の集積度の高いモスク

ワ管区とペテルブ、ルグ管区で相対的に低い数値が出ていることは，帝政ロシ

アの工場法もまた資本の集積過程に即応し，その過程を推進する効果をもつ

ものであったことを示している。

帝政ロシアの労働政策の出発点にあっては，農奴制と賃労働とを両立させ

るための手段として，旅券制度が大きな位置を占めていた。工場主による労

働者の旅券の留置は，労働者の自由を束縛するのみか，その労働者の主人た

る農奴主の権利を侵害するすのとして重視された。1900年版報告集成は，そう

した系譜の中で，工場支配人の法違反の筆頭にそれを書き出していた。とこ

ろが， 1901年版以降，この項目は消えている。類似の項目としての賃金支払

手帳の留置は以後も書き出されており， 1903年のキエブ管区ではこれが 100

件に達している。とはいえ，契約期間終了以前の，あるいは期間の定めなき

雇傭にあっては予告期間なしの，解雇とし寸法違反の方が，いずれの工場管

区においてもはるかに多数を占めているのである。工場主たちは，契約の牢

固性の原則を利用して労働者を自分のもとにしばるよりは，自由な労働市場

を利用しつつ好きなときに労働者を排出する方を重視しはじめているように

思われる。

摘発された違反の一部は調書にとられることになる。ところが，全違反の

中で調書にとられるものの比率は非常に低し、。蒸気機関規則違反についてみ

ると，それは1903年度に 2.9%にすぎず，それ以外の違反についてみても全

体で 6.4%にすぎない。蒸気機関規則の違反は，いずれも刑法で処罰が予定

されているものなのである。第四表の第57項および第58項にある災害予防手

段不採用とL、う違反も，やはり刑法で処罰が予定されている。ところが，こ

の両項目での違反も，一方でアルハングリスク県(18件)，ボルタワ県(8件〉

では全部が調書にとられているのに，ベテノレブノレグ県 (20件)， トウラ県(20

件〉では調書にとられたもの全くなく，モスクワ県では29件のうち 7件のみ

が調書にとられたにすぎなし、。工場監督官たちは70以上の項目について詳細
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に点検しながらも，摘発された違反のほとんどすべてを「悪意のないもの」

とみとめ単に注意 3aMeqaHHe を与えるにとどめているのである。ブノレジョ

アジーとの協調をこそ政策の主要目標としている大蔵省の性格がここにあら

われているというべきであろう。

法違反件数に対する調書にとられた件数の比率が，違反の種類によって多

少ことなる点もつづいて注目さるべきである。それが，法を実施するさいの

力点のおきかたのちがし、を示しているからである。工場売庖の規則違反と年

少者・未成年者・婦人労働規則違反が，件数としてはわずかであるが調書に

とられたものの比率は高くなっている。

違反件数に対する調書にとられた件数の比率の小さいことについて， 1902 

年版報告集成が触れている。それによると，当時の法や規則は，工場支配人

たちを充分に説諭し，警告し注意を記帳してやり，その上で極端な事例に

ついてのみ責任を追及するというものであったしまた，それらの規則の中

には，工場支配人たちに何の責任をも負わせていないものや，被害をうけた

労働者本人は訴訟できるが，工場監督官には何ら責任追及権のないものがあ

った，ということである。それにしても，調書にとられた事件のすべてが実

際に司法機関や審判所に送致されているわけで、はなし、。第24表と第20表とを

照合するとわかることであるが，たとえば1903年には蒸気機関に関するもの

を入れないでも，法違反件数は1760をかぞえるが，実際に司法機関や審判所

に送致されているものはこの年度に 968件である。さきにも触れたように，

第20表の1904年についての数字には，被害労働者が直接に訴えるより道のな

い種類の違反件数は控除されている。しかしながら，その1458件に対して，

しかるべき機関に送致された1904年度の件数は 833にとどまるのである。さ

らに，第24表にみるように，しかるべき機関に送致されたとはいっても，そ

の3分の 2近くは工場問題審判所に送致されている。工場問題審判所が下す

決定は行政処分であり，工場主に対する 100py6以下の罰金である。また，

単に処分が軽いといっただけのことではなし、。もともと工場問題審判所は，

工場監督官の上部におかれ，県知事の強し、影響のもとに，大蔵省系列の工場
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第24表調書にとられた工場支配人の法違反の処遇

前のし年件くより
その年度に発生した件数 決定のあ

翌件く年数りへこのしりこ
審送判所致 I機一般関送司致法 I'A'コ数 ったもの

1900後半 ワ 379 168 547 ワ ワ

1901 41 550 370 920 801 160 

1902 149 583 334 917 861 205 

1903 206 602 366 968 947 227 

1904 226 570 263 833 866 193 

1905 ワ 368 173 541 。 ワ

(1903) 

ベテノレブノレグ 18 77 52 129 123 24 

モ ス ク ワ 24 117 58 175 165 34 

ワノレ 1ン ャ ワ 65 154 87 241 230 76 

キ ニL フ 42 112 107 219 220 41 

ポ ボ ノレ ‘ン 31 95 18 113 125 19 
ノ、 リ コ フ 26 47 44 91 84 33 

監督官のうごきを内務省的にしばるものとして1886年工場法の中にあらわれ

るのであるが， 1894年の改正によって都市やゼムストヴオの参事会頭はその

構成員から更迭され 2名の工場主代表を加えたものになっていた。もちろ

ん労働者代表は入っていなし、。そこでの決定にはフツレジョアジーの意向がつ

よく反映するであろう。

一般に工場監督制度がいかに効果的に作用しえたかどうかを最終的に判定

するための指標の一つに，労働災害の発生度をおくことができるであろう。

それは芭接的な労働力破壊で、あって，労働力保全の達成のためには何をおい

ても減少させなければならないものである。帝政ロシアの工場監督制度のも

とでは，労働災害が発生すると工場監督官によって審問 pa3CJle.n:OBaHHeが行

われなる。第25表は工場監督官に申告された労働災害件数と工場監督官によ

って審問された件数を示している。まず，労働災害件数が急増しているのが

注目される。おそらくこれは， 1903年労働者災害補償法の成立と実施にとも

なう，労働災害の顕在化現象をも含むものであろうが，年間労働日が縮少し

たはず、の1905年の数字まで前年を上まわっているのをみるとき，この数字の
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第25表労働災 害

申告された労働災害件数 工場監督災害官件に数よって審問され
た労働

死亡の転震を2T 死亡の転重傷大をなの損こ帰をとっ その他 合計 帰をとっ その他 合計
たもの Ltこもの Tこもり したもの

1901 1，416 25，719 27，135 1， 112 4，182 5，294 

1902 1，221 28，128 29，349 1，059 4，249 5，308 

1903 1，623 33，515 35，138 1，232 4，634 5，886 

1904 2，204 67，098 69，697 1，620 5，604 7，568 

1905 337 71，008 71，345 289 6，329 6，618 

(1904) 

ベテルブルグ 67 593 18，744 19，404 53 421 537 1，011 
モスクワ 61 457 12，169 12，687 59 409 2，008 2，476 
ワノレ、ンャワ 61 222 9，884 10，167 54 193 1，738 1，985 

キ ニL フ 70 255 4，445 4，770 65 194 476 735 
ポボノレジ 54 360 6，386 6，880 44 191 352 587 
ノ、リコフ 82 317 15，470 15，869 69 212 493 774 

奥にある労働者状態が容易ならざるものであったことを想わないわけにはゆ

かなし、。そうした，申告された件数増大の傾向の中で，ストライキの多発し

た1905年に若干減少するとはし、ぇ，工場監督官による審問件数は増大してい

る。とはいえ，それは申告された件数の増大テンポには及ばず，申告された

件数のうち審問されたものの占める比率は低下をつづけている。おそらくそ

れと照応して，災害の重大度別分類の集計基準の変更がしめしているよう

に，政策の力点はとりわけ重大な死亡事故に集中せざるを得なくなってい

る。 1904年度について工場管区別にみると，災害件数合計19，404件にたし、し

て死亡事故が67件のベテノレフソレグ管区と，合計が4770件にたいして死亡事故

が70件もあるキエフ管区との対比が何をいみするのかについて，考えさせら

れる。とりあえず，キエフ管区において軽微な災害が申告されずに潜在して

いるのではなし、かという疑いだけをのべておこう。(つづく〉

1) 1901年版 CBO，ll， XXII真。

2) 1902年版 CBO瓦， X頁。
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